
報 道 資 料 

 平成２４年１０月１日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律（障害者虐待防止法）」が施行されました。 

 県では「奈良県障害者権利擁護センター」を設置し、障害者虐待に関する相談・通報・届
出の受理を行うほか、虐待防止のための取り組みを進めています。また市町村にも「市町
村障害者虐待防止センター」として、相談・通報・届出の窓口が開設されています。 

 このたび、平成２４年１０月１日から平成２５年３月３１日に県および市町村で受理した事
案の状況がまとまりましたので公表します。 

 なお、法第二十条では、都道府県知事は「障害者福祉施設従事者等による虐待」の状況
等を公表することとしていますが、県内の障害者虐待防止の取り組みに供する観点から、
「養護者による虐待（家庭における虐待）」「使用者における虐待（職場における虐待）」の
状況についても公表します。 
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 奈良県における障害者虐待の状況について 

 

～平成２４年度（１０月～３月）における障害者虐待の件数を公表します～ 
 


